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平成25年度概算要求は、下記の基本方針により、日本再生戦略(平成24
年7月31日閣議決定）等に基づく施策を推進するとともに、航空の安全・
安心の確保に必要な事業に重点化を図ります。

（１）首都圏空港の強化

日本再生戦略(平成24年7月31日閣議決定）等に基づき、首都圏空港
を含む徹底的な航空自由化（オープンスカイ）を着実に進めるために、
我が国のボトルネックとなってきた首都圏空港（羽田・成田）の容量
拡大や運用制限緩和の実現を図ることで、ビジネス・観光両面におけ
る都市間競争力を強化し、我が国にヒト・モノ・カネを積極的に呼び
込む原動力とする。

具体的には、羽田空港における国際線９万回への増枠に必要な国際
線地区の拡充、発着容量４４．７万回への増枠に必要なエプロン等の
整備、深夜早朝時間帯の長距離国際線の輸送能力増強に必要なＣ滑走
路延伸事業等の整備及び成田空港における発着容量３０万回への増枠
に必要な管制機器の整備について、「日本再生戦略」に関連する事業
として「重点要求」を行い、首都圏空港の強化を図る。

（２）防災対策・安全対策等の推進

東日本大震災による被災を教訓とし、発生率が高いとされる大規模
地震等の災害に対応するための復旧・復興対策を推進するとともに、
緊急物資等輸送拠点としての機能確保を図るため、航空輸送上重要な
空港等について最低限必要となる滑走路等の耐震化を推進する。

また、航空交通の更なる安全確保を図るため、ヒューマン・エラー
等による事故・トラブルを未然に防止する観点から滑走路誤進入対策
等の航空機の安全運航に不可欠な事業等を着実に実施するとともに、
ハイジャック･テロ対策等の航空保安対策の向上を推進する。

Ⅰ．平成25年度航空局関係概算要求の基本方針

１



（単位：億円）

歳 入 歳 出

合 計 3,265 （ 3,181 ） 合 計 3,265 （ 3,181 ）

（ ）内は前年度予算

（注） １．この表には、一般会計に計上の工事諸費を含む。

２．歳出には平成24年度予算に計上の「日本再生重点化措置」１１８億円、平成25年度要求に計上の「日本再生戦略」

東京国際空港（羽田）９８（１０６）億円、成田国際空港２５（１２）億円。

３．歳出の航空安全・保安対策には、「復旧・復興対策」分１５（２７）億円を含む。

４．この表には、平成13年度二次補正において措置されたNTT-A資金の償還関係の２６（２６）億円を含まない。

５．計数は端数処理の関係で合計額に合致しない。

123 （ - ）

東日本大震災復興特別会計
よ り 受 入

15 （ ）24

うち 重 点 要 求

－ ）

174（

航 空 安 全 ・ 保 安 対 策 247

空 港 周 辺 環 境 対 策 事 業

離 島 航 空 事 業 助 成 5 （

）

）

707 ）

東 京 国 際 空 港 ( 羽 田 )

（）

に係る「重点要求」１２３億円を含む。その内訳は次のとおりである。

1,071

他 会 計 よ り 受 入 761 731（

首 都 圏 空 港

1,409

空 港 等 維 持 運 営 費 等

一 般 会 計 よ り 受 入 746 （

）（ 1,394

）

）

13

1,037

成 田 国 際 空 港 45

1,082 （

空港等機能高質化事業

）

）

）

1,426（

（

一 般 空 港 等

近 畿 圏 ・ 中 部 圏 空 港

1,392

89

38 ）

1,058（

）

空 港 整 備 事 業

184

）

）

49

（ 152 ）

（ 2

（ 185

（

174

35

（ 87

2空 港 経 営 改 革 推 進

52

航 空 路 整 備 事 業）

）- （ 7

うち 日本再生重点化措置 - （ 118

うち 復 興 庁 計 上 分

雑 収 入 等 545 （ 527 ）

空 港 使 用 料 収 入 1,959 1,923（

Ⅱ．平成25年度航空局関係（公共）概算要求総括表
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Ⅲ．平成25年度航空局関係（公共）概算要求の概要

平 成 25 年 度
要 求 額

前 年 度
予 算 額

事 業 概 要 等

(億円) (億円)

(１) 首都圏空港（東京国際空港(羽田)）

２０６ １５５ ・

（「重点要求」９８億円を含む）

８３１ ９０３ ・ 借入金償還７２１億円、利払費１１０億円

４５ １３ ・ 航空保安施設の整備等 （「重点要求」２５億円を含む）（注１）

参考：成田国際空港㈱の事業費は約６１７億円

・ 航空保安施設の整備（国直轄）（注１）

１４ ７ ・ 飛行検査機拠点の整備（国直轄）

(４） 一般空港等 （注２） １８４ １８５ ・ 基本施設、航空保安施設の更新・改良等

５２ ４９ ・ ターミナル地域再編事業等

(６） 国管理空港の経営改革 ２ ２ ・ 先行的に運営委託等の手続きを開始する候補となる空港につい
て、民間事業者への運営委託手法等の具体的検討等

２．航空における安全・安心の確保

(１） 航空路整備事業 １７４ １７４ ・ 安全で効率的な飛行を実現するための整備

(２） 航空安全・保安対策 ２４７ １５２ ・ 空港の耐震化等（注１）

・ 航空管制業務等の安全性の確保

・ 航空保安対策の向上

(１） 空港周辺環境対策事業 ３８ ３５ ・ 住宅防音工事、移転補償、緩衝緑地帯等整備等

(２） 離島の航空輸送等の確保 ５ － ・ 航空機等購入費補助（機体補助金）

（注） １．本表において、羽田空港、成田空港及び関西空港における耐震化対策等は、１．(1)、(2)及び(3)の要求額には含まず、

「２．(2)航空安全・保安対策」の要求額に含む。

２．那覇空港滑走路増設事業については、沖縄振興基本方針（平成24年5月11日内閣総理大臣決定）において、「現在行わ

れている環境影響評価法に基づく手続が完了した後は、適切な財源の確保を前提とした第二滑走路の整備を図る」とされて

いることを踏まえ、空港整備勘定等の公共事業予算、その他の沖縄振興予算を活用することにより事業全体の財源を捻出

することとし、事業着手に向けて、その詳細については、予算編成過程において引き続き関係省庁とともに検討を行う。

３．計数は、端数処理の関係で合計額に合致しない。

(５） 空港等機能高質化事業

３．空港周辺地域との共生と離島航空
路線の確保維持

８０ ・

１．国際競争基盤としての空港の機能
拡充・強化

(３）近畿圏・中部圏空港

事 業 費

借 入 金 元 利 償 還

国 直 轄

関 西 国 際 空 港
・ 大 阪 国 際 空 港

Ｃ滑走路延伸事業、エプロン新設・改良、CIQ庁舎増設、航空保
安施設の更新・改良、空港アクセス道路改良等（注１）

区 分

(２) 首都圏空港（成田国際空港）

新関西国際空港（株）への補給金の交付７５

中 部 国 際 空 港

３



１．国際競争基盤としての空港の機能拡充・強化

（１）首都圏空港（東京国際空港（羽田））

羽田空港は、国内航空交通の中心として国内４９空港との間に１日約４６０往復（平成２４年７
月ダイヤ）、また国際航空交通では海外１７都市との間にネットワークが形成され、国内・国際の
総旅客数で年間約６，４００万人（平成２３年度）の人々が利用しています。

平成２５年度は、日本再生戦略等に基づき、２４時間国際拠点空港化を推進し、平成２５年度
中の発着容量４４.７万回及び国際線９万回への増枠等を達成するため、空港機能・利便性等の
更なる向上を図ることとしています。

これにより、首都圏の交通利便性を向上させ、ビジネス・観光両面における都市間競争力を大
幅に強化し、我が国にヒト・モノ・カネを積極的に呼び込む原動力とします。

併せて、地震発生率の高いとされる首都直下地震等への対応として羽田空港の更なる耐震化
を推進し、地震災害時における空港機能の確保を図ります。

＜事業の概要＞

平成２５年度予算では、国際線地区の拡充やＣ滑走路延伸事業を進めるほか、エプロン
の新設、航空保安施設の更新・改良、空港アクセス道路改良等を実施します。

また、羽田空港の空港機能・利便性等の更なる向上を図るための検討調査を実施します。

２５年度要求額 １，０９６（１，０６９）億円

事業費 ２６５（ １６６）億円 [うち重点要求９８億円]

借入金償還経費 ８３１（ ９０３）億円※元本含む

※事業費には、航空安全・保安対策の羽田空港耐震化などの事業費を含む。

※（ ）内は前年度予算

【国際線地区の拡充】
○国際線９万回への増枠に必要

な整備
・エプロン増設・改良等
・ＣＩＱ施設の増設
・空港アクセス道路改良

【発着容量の拡大】
○発着容量44.7万回への増枠に

必要な整備
・エプロンの新設

【長距離国際線の輸送能力増強】
○深夜早朝時間帯に就航する

長距離国際線の大型化を可能

・Ｃ滑走路延伸事業

Ａ滑走路（3,000m）

Ｂ滑走路

（2,500m）

Ｃ滑走路（3,000m）

☆国際線地区の拡充

Ｄ滑走路

（2,500m）

☆Ｃ滑走路延伸
（360m）

☆エプロン新設

☆エプロン新設

Ｃ滑走路供用開始時期の前倒し、
事業効果の早期発現

滑走路改良
（耐震化含む）

護岸改良・☆空港アクセス道路改良

航空保安施設等（更新・改良）

地震発生率が高いとされる首都直下地震等に対し、空港運用の最も中心となるＣ滑走路の耐震化（早期に
整備可能な２０００ｍ）を現在実施中の延伸事業に併せて確実に実施し、震災後も極力早期の段階で通常時の
５０％に相当する輸送能力を確保することにより拠点空港としての機能の確保を図ります。

【【羽田空港の耐震化羽田空港の耐震化】】

【【重点要求重点要求】】
首都圏空港の強化首都圏空港の強化 〔〔羽田：９８億円羽田：９８億円〕〕

【【平成２５年度平成２５年度 主要整備事項主要整備事項】】 ２４時間国際拠点空港化の推進（国際線地区の拡充等）２４時間国際拠点空港化の推進（国際線地区の拡充等）

４

（☆印：重点要求）

【更新・改良】
○老朽化に伴う施設・設備の更新
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A

A

B
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（３）近畿圏・中部圏空港

関西国際空港及び大阪国際空港においては、平成２３年５月に、関西国際空港の国際拠

点空港としての再生・強化並びに、関西国際空港と伊丹空港の適切かつ有効な活用を通じ

た関西圏の航空輸送需要の拡大を図ることを目的として「関西国際空港及び大阪国際空港

の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律」が成立し、平成２４年７月に、両空港

の経営統合が実現したところです。今後は両空港の事業価値の向上を図り、できるだけ早

期に事業運営権の売却（コンセッション契約）の実現を目指します。

平成２５年度においては、新関西国際空港株式会社に補給金を交付するとともに、航空

機の安全な運航を確保するため、老朽化が進んでいる航空保安施設の更新等を実施します。

中部国際空港においては、昨今の経済情勢の影響等により需要が低迷し、完全２４時間

化の早期実現が厳しい状況となっており、国際競争力の観点から、地元関係者の努力によ

る需要の拡大を図りつつ、戦略的にフル活用を図っていくことが重要な課題です。

平成２５年度においては、航空保安施設の更新のほか、飛行検査機拠点の羽田空港から

の移転に伴う工事を実施します。

＜事業の概要＞

○ 関西国際空港・大阪国際空港

関空・伊丹両空港の事業価値の向上を図り、事業運営権の早期売却（コンセッション契

約）の取組を円滑化するため、新関空会社に補給金を交付するとともに、両空港の航空

保安施設の更新等を実施します。

２５年度要求額 ７８（８３）億円

うち補給金額 ４０（６９）億円

○ 中部国際空港

飛行検査機拠点の羽田空港からの移転に伴う工事を実施するとともに、航空保安施設の

更新等を実施します。

２５年度要求額 １４（ ７ ）億円

【中部国際空港】【関西国際空港】 【大阪国際空港】

Ｂ滑走路(4,000m)
(H19.8.2 供用)

１期空港島

２期空港島

Ａ滑走路(3,500m)
（H6.9.4 供用）

Ａ滑走路(1,828m)
（S33.3.18 供用）

Ｂ滑走路(3,000m)
(S45.2.5供用)

滑走路(3,500m)
(H17.2.17 供用)

空港用地
(約470ha)

地域開発用地
(約110ha)

※ 事業費には、航空安全・保安対策の関西国際
空港庁舎耐震対策等の事業費を含む。

※（ ）内は前年度予算

６

※（ ）内は前年度予算



耐用年数等による画一的な老朽化更新ではなく、予防保全的維持管理を踏まえ、
定期点検結果等を基に実態に即した更新・改良を実施し、既存空港の機能を健全な状
態に保持します。

航空機の安全な運航を確保するため、老朽化が進んでいる施設において、予防保全的維持
管理を踏まえた施設の更新・改良等を行います。

那覇、福岡空港については、抜本的な空港能力向上のため、滑走路増設に係る環境影響評
価の手続を引き続き実施します。

また、那覇空港滑走路増設事業については、沖縄振興基本方針（平成２４年５月１１日内閣総

理大臣決定）において、「現在行われている環境影響評価法に基づく手続が完了した後は、適切
な財源の確保を前提とした第二滑走路の整備を図る」とされていることを踏まえ、空港整備勘定
等の公共事業予算、その他の沖縄振興予算を活用することにより事業全体の財源を捻出するこ
ととし、事業着手に向けて、その詳細については、予算編成過程において引き続き関係省庁とと
もに検討を行います。

（４）一般空港等

２５年度要求額 １８４（１８５）億円

※（ ）内は前年度予算

＜事業の概要＞

○処理容量：

１３.５万回／年→１８.５万回／年
※

※ＰＩで示された日当たり容量に

365日を掛けて算出

２７００ｍ×６０ｍ

１
３

１
０

ｍ

（老朽化した基本施設舗装）

○既存空港の機能保持

○全体事業費：約１，９００億円

手続の流れ国内主要空港発着回数（平成22年度）

（予防保全的維持管理：点検実施状況） （航空機の安全な運航確保）

更新・改良

７

○那覇空港滑走路増設事業（新規）

H14.12 H19.6

H20年度 H21年度 H22～25年度

H14.7

沖縄振興計画 (国)
沖縄振興基本方針(国)
沖縄振興計画(県)

H24年度

H15～H19年度

調査段階
構想段階

施設計画
段階

工事段階

※ ＰＩ（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ｲﾝﾎﾞﾙﾌﾞﾒﾝﾄ）手法を活用し、
住民等に対し情報を提供するとともに、
その意見を把握しながら計画を検討。

（那覇空港の
総合的な調査）

交通政策審議会

航空分科会 答申

交通政策審議会

航空分科会 答申

H25年度～

環境影響
評価



我が国全体の国際競争力や空港後背地域の地域競争力の強化等のため、空港等の機能高
質化を推進します。

＜事業の概要＞

○旅客の利便性向上等のため、ターミナル地域の改良等を実施します。

２５年度要求額 ５２（ ４９ ）億円
※（ ）内は前年度予算

（５）空港等機能高質化事業

福岡空港 国内線ターミナル地域再編事業

国内線ターミナル地域（東側）のエ
プロン誘導路部において、発着航空機
の輻輳に伴う慢性的な遅延が発生。こ
れを解消するため、エプロン誘導路を
二重化します。

現 状 計 画

エプロン誘導路の混雑状況

対面通行ができないため、混雑時に出発機と
到着機との輻輳に伴う遅延・待機が慢性的に
発生している。

平行誘導路を二重化することにより、対面通
行が可能となり、混雑が緩和される。

那覇空港 国際線ターミナル地域再編事業

○航空管制については、航空交通量の増大や、航空機の性能向上に伴う国際民間航空
機関の基準改訂に対応した改良等を行います。

国際間航空通信ネットワーク網の改良

国際線の運航に不可欠な飛行計画情報等を授受するために国際間で構築されている国
際航空通信ネットワーク網について、国際民間航空機関が基準改定を行ったことを受け、隣
接国と協調しつつ改良を行います。

増大する国際線旅客の利便性向上のため、
ターミナルビル会社の国際線旅客ターミナル
ビル移転・拡張と合わせ、関連するＣＩＱ施
設及びエプロン等の整備を行います。

老朽化した国際線ビル ビル内混雑状況 完成予想イメージ

８

到着機のため
出発機待機（遅延）

ターミナルビル

出発機のため到着機
の滑走路離脱不可

平行誘導路

滑走路

到着機の滑走路
占有時間延長に
より出発機遅延

ターミナルビル

平行誘導路

滑走路

平行誘導路

滑走路占有時間の短縮

到着機に影響
されず遅延解消

到着機の滑走路
占有時間短縮に

より遅延解消

出発機

到着機

出発機

到着機

老朽化した国際線ビル ビル内混雑状況

CIQの整備

エプロンの整備



（６） 国管理空港の経営改革

＜ 事業の概要＞

マーケット・サウンディング（各空港について、それぞれの個別事情を踏まえた運営形態や経営
手法に関する提案を幅広く募集）等を通じて自治体・民間事業者から得られた運営形態や経営
手法に関する意見・提案を踏まえ、先行的に運営委託等の手続きを開始する候補となる空港に
ついて、民間事業者への運営委託手法等の具体的検討等を進めます。

２５年度要求額 ２ （ ２）億円
※（ ）内は前年度予算

＜ 事業の概要＞

マーケット・サウンディング（各空港について、それぞれの個別事情を踏まえた運営形態や経営
手法に関する提案を幅広く募集）等を通じて自治体・民間事業者から得られた運営形態や経営
手法に関する意見・提案を踏まえ、先行的に運営委託等の手続きを開始する候補となる空港に
ついて、民間事業者への運営委託手法等の具体的検討等を進めます。

２５年度要求額 ２ （ ２）億円
※（ ）内は前年度予算

航空系事業と非航空系事業の経営一体化、ＰＦＩ法の公共施設等運営権制度を活用した空港運営の民
間委託等により国管理空港の経営改革を推進し、柔軟な着陸料体系の構築等を通じて地域活性化の核
となる真に魅力ある空港の実現を目指します。

・国管理空港等において公共施設等運営権制
度を活用した民間への運営委託を可能とするた
め、｢民間の能力を活用した国管理空港等の運
営等に関する法律案｣を第180回国会に提出。

・平成25年度においては、マーケット・サウンディ
ング等を踏まえ、先行的に運営委託等の手続き
を開始する候補となる空港について、民間事業
者への運営委託手法等を具体的に検討。

・平成26年度より運営委託等を開始予定。

これまでの取組みと今後のスケジュール国管理空港における検討状況

＜現在検討が進められている主な自治体＞

北海道

宮城県

福岡県

熊本県

愛媛県

広島県

※宮城県は仙台空港の
経営改革に関する基本
方針を策定・公表

９



（１）航空路整備事業 

 航空交通の安全確保を最優先としつつ、首都圏などの混雑空港・空域における航空交

通容量の拡大やニーズの多様化に対応した効率的な運航を実現するために、引き続き管

制施設、航空保安施設、通信施設等の性能を確保するとともに、我が国の航空交通の特

徴を踏まえ、航空機側の性能向上と調和のとれた航空交通システムの整備を推進します。 

２５年度要求額 １７４（１７４）億円 ※（  ）内は前年度予算      

＜事業の概要＞    

○安全で効率的な飛行を実現するための整備 
 ・統合管制情報処理システムの整備 

   昭和４５年以降、業務の種類毎に改良を重ねてきた管制情報処理システムを再構築のうえ 

   統合します。また、データベースを東西２拠点に配置するなど耐障害性・危機管理能力を 

   向上します。 

 ・管制施設の性能確保等 

   引き続き管制施設の性能を確保するための整備等を実施します。 

２．航空における安全・安心の確保 

【統合管制情報処理システムの導入効果】 
■壊れにくいシステム 

 ・2拠点間でバックアップ機能を確保し、目標停止時間を「０」※１に 

 ・プログラムとデータの完全分離により、プログラム障害時におけるデータの安全を確保 

■コスト縮減 

 ・レーダー情報処理システムを4拠点から2拠点に統合する等、製造コストを縮減 

 ・レンタルから買い取りへの切り換え等により、ランニングコストを縮減 

■柔軟なシステム 

 ・世界標準ＯＳ※２の採用により性能向上を柔軟に実現し、航空技術の進歩に対応 

 ・増加する国際線に対応 

                       ※1 現在は復旧に30分    ※２ ＵＮＩＸ、Windows等 

ＦＤＰＳ：飛行情報管理システム管制情報処理部(Flight Plan Data Processing Section) 
飛行計画情報を集中的に処理し、航空管制官に情報を提供するとともに他の管制情報処理システムに対して必要な飛行計画情報を配信 

現
行
シ
ス
テ
ム 

統
合
管
制
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム 

西拠点 

東拠点 

データベース プログラム 
データベースとプ 

ログラムが一体 

福岡管制部 

RDP･FDPS 

分 

離 

ＲＤＰ：航空路レーダー情報処理システム(Radar Data Processing System) 
管制間隔確保等のため、航空管制官にﾚｰﾀﾞｰ情報や航空機の接近を回避するための情報を提供  

バックアップ 

機能確保 

那覇管制部 

RDP 

東京管制部 

RDP 

札幌管制部 

RDP 

データの 

安全を確保 

１０ 



（２）航空安全・保安対策 

 （１）空港の耐震化等（復旧・復興対策を含む） 

 地震等被災時に緊急輸送の拠点となるとともに、航空ネットワークの維持、背後圏経済
活動の継続性確保において重要と考えられる航空輸送上重要な空港等について、地震等災
害時に空港等に求められる機能を果たすために最低限必要となる基本施設等の耐震化等を
行います。 
 特に国内拠点空港の役割を果たしている羽田空港については、地震発生率が高いとされる首
都直下地震等に対し、空港運用の最も中心となるＣ滑走路の耐震化（早期に整備可能な２０００
ｍ）を現在実施中の延伸事業に併せて確実に実施し、震災後も極力早期の段階で通常時の５０％
に相当する輸送能力を確保することにより拠点空港としての機能の確保を図ります。 

 航空における安全・安心の確保のため、空港の耐震化等を実施し、地震等災害時における空
港機能の確保を図ります。また、滑走路誤進入対策や航空管制業務における新型航空機監視装
置の導入、航空保安対策の向上等により、安全性の向上と安心して利用できる航空輸送を実現
します。 

 

・航空機の離発着に必要な機能を確保 

液状化層 

地盤改良により基本施設等の液状化を防止 

 

・空港地下構造物の崩落による航空機や一般
車両、歩行者の被害を防止 

耐震補強により地下構造物の崩落を防止 

東日本大震災からの復旧・復興対策 

 東日本大震災の教訓を踏まえ、被災時に飛行中の航空機の安全を確保するために必要
な管制機能を確保するための管制塔、無線局舎等の耐震化、電源供給の寸断による管制
機器への障害発生を防止するための無停電電源装置の整備等を実施します。 

 ○管制塔、無線局舎等の耐震化 
  

無停電電源装置（ＵＰＳ） 

通常時 

停電時 

管制業務機器 

管制業務機器 

蓄電池からの供給
時にも絶え間なく
電源供給する。 

通常時は電源供
給しながら蓄電池
を充電する。 

停電又は電源不安
定時は蓄電池から
電源供給する。 

蓄電池 

蓄電池 

ＵＰＳ 

ＵＰＳ 

管制塔、無線局舎等の倒壊防止 

 ○無停電電源装置の更新 
  

レーダー画面 ※ＵＰＳ ： Uninterruptible Power Supply 

補強 

１１ 

２５年度要求額 ２４７（ １５２ ）億円  
※（ ）内は前年度予算 

＜事業の概要＞ 



（２）航空管制業務等の安全性の確保 

○航空路監視レーダーの一部を新型監視装置に移行し、従来のレーダーと総合的に処理 
 することにより監視機能を高精度化し、安全で安心な航空管制業務を実現します。 
 

○ヒューマンエラーを予防するため、滑走路占有状態等をパイロットへ視覚的に 
 表示・伝達するシステムの整備を行います。 

【滑走路状態表示灯】  

滑走路上に離着
陸中の航空機が
あり、滑走路へ進
入できない状態で
あることを灯火点
灯によりパイロッ
トへ伝達 

【パイロット席から見たときの警告状態】  

 （３）航空保安対策の向上 

 テロを巡る国際情勢は依然として厳しいことから、航空
会社等による航空保安対策の確実な実施を確保するととも
に、液体物の新たな検知技術などの先進技術の活用や実際
に保安検査等に携わる人材育成にも取り組むことにより、
航空保安の向上を推進します。 

 検査業務の委託費 
 検査機器の整備費 

  

   航空会社による保安検査等 

 
 

   

 

           

 
 の１／２を分担・補助 

○ 旅客及び機内持込手荷物の検査 
○ 受託手荷物の検査 
○ 空港関係者及び搬入物の検査 
○ 駐機中の航空機の監視   等 

  

 行政事業レビュー公開プロセスの評価結果を踏まえ、
国と航空会社の役割分担を含む資金スキームのあり方につ
いて検討を行うとともに、引き続き、検査機器の更新時期の
柔軟化等によるコスト削減に取り組みます。 

１２ 

【現在の監視】           【高精度化後の監視】 

 JAL001 

290 

航空機の虚像に
よる管制業務へ

の弊害 

航空機の 
虚像を排除 

10秒毎に
更新 

2秒毎に更新 

必要最低限の情報
（便名・高度等） 

●山岳等の影響を受けて発生 

 する航空機の虚像を排除。 

●多様な情報により航空機の 

 飛行状況を容易に把握。  

●航空機の位置表示を高頻度 

 に更新することにより管制官 

 の負荷低減を図る。 

JAL001 

290 

↓200 I400  

H315 to MELON 

多様な情報 

（目的高度（↓） 
対気速度（I） 

磁方位（H） 

目的地等） 



70W

（１）空港周辺環境対策事業

空港と周辺地域との調和ある発展を図るため、学校・住宅等の防音工事、移転補償等、緩衝

緑地帯の整備を推進し、航空機騒音による障害の防止・軽減、生活環境の改善を進めます。

３．空港周辺地域との共生と離島航空路線の確保維持

１３

＜事業の概要＞
騒防法に定める特定飛行場の周辺地域について、騒音激甚区域からの移転補償、騒音軽減

効果のある緩衝緑地帯の整備、騒音による障害防止を目的とする教育施設及び住宅防音工事
補助等を推進し、空港周辺地域の環境改善に努めます。

２５年度要求額 ３８（ ３５）億円
※（ ）内は前年度予算

第１種区域（ＷＥＣＰＮＬ７５以上）
・住宅防音工事を助成
・上記住宅の空調機器更新を助成
・学校、病院等の防音工事を助成

第２種区域（ＷＥＣＰＮＬ９０以上）
・希望者に対して移転補償の実施

第３種区域（ＷＥＣＰＮＬ９５以上）
・騒音軽減効果のある緩衝緑地帯

の整備

75W
90W

95W

※ＷＥＣＰＮＬ：航空機騒音のレベルを評価する尺度。

※特定飛行場：国管理の事業対象空港 函館、仙台、東京国際、新潟、松山、高知、福岡、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇

離島航空路線は、離島住民の日常生活及び経済活動に重要な役割を果たしており、地域的な
航空ネットワークサービスの維持及び活性化を図る観点から、総合的な支援を行います。

（２）離島の航空輸送等の確保

<事業の概要>

離島航空路線は内陸路線に比べ旅客需要が小さく、運航距離が近距離でコスト面で割高で
ある上、趨勢的な人口減少、経済力の低下等により、離島路線をとりまく環境はますます厳
しい状況にあります。しかし、離島航空路線は離島住民の日常生活に不可欠なものであるこ
とから、離島航空路線の確保維持を図るため、航空機購入費補助の対策を引き続き講じるこ
ととします。

２５年度要求額 ５（ － ）億円
※（ ）内は前年度予算額

<事業の概要>

生活交通の存続が危機に瀕している地域において、地域の特性・実情に最適な移動手段が
提供され、また、移動に当たっての様々な障害（バリア）が解消されるよう、「地域公共交
通確保維持改善事業」により、離島航空路の運航、島民運賃割引の拡充及び航空旅客ターミ
ナルのバリアフリー化等を支援することとします。

２５年度要求額（一般会計）３４１（３３２）億円の内数
※（ ）内は前年度予算額

【関連事項】地域公共交通確保維持改善事業



その他

21(2.0)

ICAO拠出金

12(1.1)

1,010百万円

その他

58(5.9)

ICAO分担金

628(62.2)

義務的経費

649(64.2)

公共交通等安全

対策 291(28.8)

裁量的経費

361(35.8)

物件費の内訳

独立行政法人関係経費の内訳

その他

26(2.5)

ICAO拠出金

12(1.2)

1,018百万円

その他

62(6.1)

ICAO分担金

628(61.7)

義務的経費

654(64.2)

公共交通等安全

対策 290(28.5)

裁量的経費

364(35.8)

【24年度予算額】 【25年度要求額】

（単位：百万円（％））

Ⅳ．平成25年度航空局関係（非公共）概算要求総括表

（単位：百万円）

（単位：百万円）

１４

平 成 24 年 度
予 算 額

平 成 25 年 度
要 求 額

増 ▲ 減 額 備 考

国土交通本省 913 906 ▲ 7

Ｉ Ｃ Ａ Ｏ 経 費 640 640 0

そ の 他 物 件 費 273 266 ▲ 7

地方航空局 2,008 1,912 ▲ 96

人 件 費 1,903 1,808 ▲ 95

物 件 費 105 104 ▲ 1

合 計 2,921 2,818 ▲ 103

人 件 費 1,903 1,808 ▲ 95

物 件 費 1,018 1,010 ▲ 8

義務的経費 654 649 ▲ 5

裁量的経費 364 361 ▲ 3

区 分

平 成 24 年 度
予 算 額

平 成 25 年 度
要 求 額

増 ▲ 減 額 備 考

（独）航空大学校関係 2,206 2,093 ▲ 113

運 営 費 交 付 金 2,074 2,000 ▲ 74

施設整備費補助金 132 93 ▲ 39

（独）電子航法研究所関係 1,490 1,449 ▲ 41

運 営 費 交 付 金 1,451 1,399 ▲ 52

施設整備費補助金 39 50 11

合 計 3,696 3,542 ▲ 154

区 分



航空局（非公共）概算要求の主要事項

航空安全対策の強化

平成２０年３月に事業化が決定された新たな国産旅客機の開発と並行して、製造国政府と
しての確実な安全性審査が求められています。このため同機に取り入れられる新技術に対応
した審査手法を確立し、適切かつ迅速に安全性の審査を実施し、市場への円滑な投入・外国
への輸出を支援していくとともに、航空機産業の振興にも寄与していきます。

ＭＲＪＭＲＪ

 我が国で初めての国産ジェット旅客機（定員70～90人）
 今後２０年、世界で５０００機以上の需要が見込まれる

７０～９０席クラス（リージョナルジェット機）の市場に投入

新技術に対応した安全性審査手法の確立新技術に対応した安全性審査手法の確立 地上試験等、安全審査の本格化地上試験等、安全審査の本格化 飛行試験に係る研修の強化飛行試験に係る研修の強化

国産旅客機の開発に伴う安全性審査

１５

H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

初飛行 初号機納入▼事業化決定申請▼

設計図面の審査・各種解析書の審査

装備品試験・地上試験

設計・製造 飛行試験等 就航

飛行試験

不具合対応
等の継続し
た取り組み
が必要

最新技術の導入

客室の快適性

低燃費・低騒音

高い安全性

次世代
エンジン

優れた
運航経済性

炭素繊
維複合
材技術

平成２２年のＩＣＡＯによる国際標準化を受け、従来の安全監督に加えて、国が航空会社・航
空管制・空港運用等のプロバイダと安全目標を合意した上で、実施状況を一体的・継続的に監督
を行う国家安全プログラムを導入します。これにより、効果的な改善策の策定や懸念度合が高い
分野を的にした重点的な安全監督を実施し、航空分野全体の更なる安全性向上を図ります。

安全
目標の
合意

安全情
報の提
供・共有

航
空
会
社
・航
空
管
制
・空
港
運
用
に
つ
い
て

一
体
的
な
安
全
監
督
を
実
施

レギュレータ
国（航空当局）

プロバイダ
航空会社

法令遵守の
チェック

航空分野の更なる安全性向上

安全監督
の実施

見直し

実施状況の確認

安全目標の設定

安全監督の実施
国（航空当局）
レギュレータ

見直し

実施状況の確認

安全対策の立案

安全対策の実施
航空会社・管制・空港

プロバイダ

安全情報の
提供・共有

安全目標
の合意

<国家安全プログラム（ＳＳＰ）の導入後イメージ><従来型安全行政のイメージ>

規範遵守の監督に加えて、安全目標の達成状況等に基づいた安全監督規範遵守型の安全監督

２５年度要求額 １１９（９６）百万円
※（ ）内は前年度予算

注）一部、空港等維持運営費を含む。

２５年度要求額 ８９（８５）百万
※（ ）内は前年度予算



【平成２５年度航空局税制改正要望】

機
内

入
国
（税
関
）

入国者

携
帯
品
免
税
適
用

出
国
（税
関
）

海
外

携帯品申告
B+C

＋①＋②

到
着
空
港

①
到着免税店
での購入

②
出発時購入
免税品受領

※携帯品
免税の
適用
範囲内

海外購入品
B

機内購入
免税品

C

免
税
店

購入免税品
A



１７



（参（参 考考 資資 料）料）

１８



単位：億円（％）

（ 歳 入 ） （ 歳 出 ）

歳 入 合 計

他会計

からの受入

空港整備勘定自己財源

歳 出 合 計

純粋一般財源
254(7.7)

復旧・復興
対策分
15(0.5)

航空機燃料税
492(15.1)

着陸料等収入
703(21.5)航行援助施設

利用料収入
1,256(38.5)

雑収入等
545(16.7)

３，２６５億円

761
(23.3)

2,504
(76.7)

成田
45(1.4)

羽田
1,037(31.8)

関空・伊丹
75(2.3)

中部
14(0.4)

一般空港等
184(5.6)

空港等機能
高質化事業

52(1.6)航空路整備
174(5.3)

航空安全・
保安対策
247(7.6)

空港周辺
環境対策
38(1.2)

維持運営費等
1,392(42.6)

３，２６５億円

離島航空
事業助成
5(0.1)

空港経営
改革推進
2(0.1)

○空港整備勘定の歳入・歳出規模（平成25年度要求額）

○空港整備勘定のしくみ

航空事業者等

雑収入等

空港整備勘定
空港関係
都道府県

空港関係
市町村

（単位：億円）
平成２５年度要求額 ３，２６５億円

一般空港等

184

首都圏空港
（羽田、成田）

1,082

空港等機能
高質化事業

52

空港整備事業
1,409

２／１３→２／９

航空機燃料譲与税

１／５ ４／５

１１／１３→７／９ 航空機燃料税

545

空港周辺
環境対策
38

航空路

174

維持
運営費 等
1,397

空港使用料

着陸料等
航行援助施設利用料

1,959

航空安全
・保安対策
247

１９

は平成２３年度から３ヵ年の特別措置。

一般会計

航空機燃料税
492

一般財源
254

復旧・復興
対策分 15

東日本大震災
復興特別会計

参考資料

近畿圏・
中部圏空港

（関空・伊丹、中部）

89

空港経営
改革推進

2



672 753 737 820 702 611 648
415 297 288

864 891 920 850 926 925 781

716

423 419
24

945 925 868 868 881 869
829

819

802 724

1,245 1,218 1,254 1,256 1,289 1,303
1,255

1,226

1,155 1,199

301
466 668

1,146 1,069
974

885

730

587 527

536
470

509

786 771
725

882

687

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ H２１ Ｈ２２ H２３ H２４

財政投融資

雑収入等

航行援助施設利用料

着陸料等

復興財源

航空機燃料税

純粋一般財源

注１） 歳入額は当初予算ベース。
２） 特会改革により、空港整備特別会計は平成２０年度から社会資本整備事業特別会計空港整備勘定として計上している。

（年度）

(単位：億円)

4,563
4,723

4,956

5,726 5,638
5,406

5,280

4,593

3,264 3,181

一般会計
からの
受入額

1,536 1,644 1,657 1,670 1,628 1,536 1,429 1,131 719 707

２０

歳入の推移
参考資料

Ｈ８

（２２空港）

佐賀、静岡、旭

川、新種子島、

新紋別、新北

九州、福島、函

館、女満別、釧

路、高知、広

島、山口宇部、

他

滑走路新設・延長実施空港

Ｈ１８

（７空港）

静岡、（神戸）、

百里、徳島、美

保、新石垣、与

那国

Ｈ１９

（６空港）

静岡、（神戸）、

百里、徳島、美

保、新石垣

Ｈ２０

（６空港）

静岡、（神戸）、

百里、徳島、美

保、新石垣

Ｈ２１

（５空港）

（神戸）、百里、

徳島、美保、新

石垣

Ｈ２２

（１空港）

新石垣

Ｈ２３

（１空港）

新石垣

Ｈ２４

（１空港）

新石垣

Ｈ１３

（１５空港）

静岡、神戸、能

登、新種子島、

新北九州、高

知、百里、徳

島、美保、他

一般空港等関係予算の推移

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

H8年度 H13年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度

〔億円〕

一般空港等関係予算

滑走路新設・延長

凡例
1,362

598

799

294

589

235

578

230

636

194

631

163 43

413

293

39

283

35

※（神戸）については、用地取得に要する事業費のみ計上。

Ｈ24年度は、｢復旧・復興対策｣分を含む。

H24年度までは、一般空港に大阪国際空港が含まれる。



【2020年までの目標】
新規需要の喚起により航空需要の底上げを図り、国内航空旅客輸送に占めるLCCの割合を欧米並み（2～
3割程度）とする

日本再生戦略（航空関係部分抜粋）（平成２４年７月３１日閣議決定）

日本再生戦略の工程表（航空関係部分抜粋）

参考資料

訪日外国人旅行者の増大に向けた取組、受入環境水準の向上

○観光立国戦略

◆ オープンスカイをアジア以外の地域・国にも対象を広げて展開する
◆ 首都圏空港の強化や関空の再生と国際競争力の強化に努めるなど国際航空路線の拡充等に伴う受入環境水

準の向上を図る。

観光需要の喚起

◆ LCC（Low-Cost-Carrier）やビジネスジェットの参入を促進するべく環境整備に取り組む。
◆ 安全性の確保を前提とした航空会社のコスト削減に資する技術規制の見直しを行う。
◆ LCCの参入促進にも資するよう、国管理空港等の経営改革の実現を進め、柔軟な着陸料体系の構築等を 通じ

て地域活性化の核となる真に魅力ある空港の実現を目指す。

○国土・地域活力戦略

大都市等の再生と災害に強い国土・地域の構築

◆ 「選択と集中」の考え方に基づき、首都圏空港等・国際戦略港湾の機能拡充・強化や大都市圏拠点空港へのア
クセス改善、（中略）、真に必要なインフラの重点的な確保を図る

２１

新規需要の喚起によ

り航空需要の底上げ

を図り、 国内外航空旅

客輸送に占めるＬＣＣ

の割合を欧米並み（２
～３ 割程度）とする

空港運営事業者の経

営判断による、柔軟な

着陸料体系を構築す
る等、国管理空港（27

空港）等について空港

経営改革の実現

訪日外国人旅行者を
2020 年初めまでに
2,500 万人、将来的に

は 3,000 万人とする

2012 年度に
実施すべき事項

2013 年度に
実施すべき事項

2014 年度に
実施すべき事項

2015 年度に
実施すべき事項

2020 年度に
実現すべき事項

ビジネスジェット専用ターミナ
ルの利用円滑化等の推進

発着枠27万回の実現

発着枠昼間40.7万回＋深夜早朝4.0
万回（うち国際枠９万回）の実現

C滑走路延伸部の供用

発着枠30万回の実現

LCC（Low-Cost-Carrier）の就航促進、空港運営の 効率化（３．（１）の再掲）
大都市圏拠点空港へのアクセス改善検討

成田：

国内線発着枠２万回の増枠羽田：

欧州等、アジアの国・地域以外もオープンスカイの対象を 拡大
（2012年７月現在、17カ国・地域との間でオープンスカイに合意）

・首都圏空港において、成田の増枠等を見極めつつ、まず「第３・第４の自由」、その後「第５の自由」と段階的に自由化を推進
・関空・中部等の我が国の拠点空港の貨物ハブ化に不可欠となる従来の「第５の自由」の枠組みを超える抜本的自由化を推進

関空・伊丹の経営統合

ほか：

・ＬＣＣ拠点化、貨物ハブ化等の推進
・早期のコンセッション実現に向けた環境整備

両空港の事業価値増大に資する施策の推進及びコンセッションの実施

「民間の能力を活用した国管理空
港等の運営等に関する法律」の成
立後基本方針策定、提案募集
（マーケット・サウンディング）実施

個別空港ごとの
具体的な運営委託手法の検討

空港の民間への運営委託の実施

関西空港及び成田空港のＬＣＣ専用ターミナル整備（関空： 2012年下期供用開始予定、成田： 2014年度
までに完成予定）等の推進

ＬＣＣやビジネスジェットの推進等につながる技術規制の見直し及び新たな基
準の定着
「安全に関する技術規制のあり方検討会」をもとに、以下の項目等を実施
（集中改革期間（ 2011年～ 2013 年度））
・旅客在機中の給油が可能であることの明確化
・加齢乗務員の１機あたりの乗員数制限の緩和
・パイロット資格のシミュレータによる実技試験を認める範囲の拡大
・小型ビジネスジェット機によるチャーター事業に係る包括的な基準の策定

（１） Ⅳ 観光振興 ～観光立国戦略～

１ . 訪日外国人旅行者の増大に向けた取組と受入環境水準の向上
（３）空港利用に係る受入環境水準の向上

関空：

羽田の 24 時間国際
拠点空港化等首都
圏空港の強化

関空の再生と国際
競争力の強化

３．（１）の目標
（再掲）

３ . 国内観光需要の喚起
（１） LCCの就航促進、空港運営の効率化

（２） Ⅲ 持続可能で活力ある国土・地域の形成 ～国土・地域活力戦略～

１ . 地域再生、都市再生
（２）大都市再生 国際競争力の向上お

よび持続的発展

国際航空・海上ネット
ワーク、国内交通ネッ
トワークの強化

大都市の交通インフラ・ネットワー
クの機能拡充・強化のための点検・
調査、対策検討

交通インフラネットワークの機能拡充・強化策の実施

・首都圏空港等・国際戦略港湾の機能拡充・強化、大都市圏拠点空港へのアクセス改善（再掲）



首都圏空港（羽田・成田）の年間発着枠の増加について 参考資料

２２

羽田空港

（うち国際線）
成田空港 首都圏空港全体

H22.10月まで
（羽田Ｄ滑走路供用前）

30.3万回 22万回 52.3万回

現在

（H24.3.25以降）

39万回 （ 6万回 ）
25万回 64万回

H25年夏ダイヤから

（H25.3.31以降）

41万回 （ 6万回 ）

最終形
羽田：H25年度末
成田：H26年度中

44.7万回 （ 9万回 ）
30万回 74.7万回

国際線の内訳
昼 間：6万回 深夜早朝：3万回

以降、首都圏空港を含めたオープンスカイを実施

国際線の内訳
昼 間：3万回 深夜早朝：3万回

国内線２万回を増枠

68万回27万回

＊１．いずれも年間当たりの回数である。

＊２．回数のカウントは、１離陸で１回、１着陸で１回のため、１離着陸で２回とのカウントである。
＊３．成田空港の今後のスケジュールについては、最短の場合を想定したものである。

＊４．羽田空港の発着枠数の中には、深夜早朝の国際チャーター便等の運航に使われる枠数も含まれる。

⑤ 香港
2011年5月19日合意
（355万人、7％、5位）

⑫ 台湾
2011年11月10日合意
（467万人、9％、4位）

① 米国
2010年10月25日合意

（996万人、19％、2位）

各国・地域との合意状況
国・地域

日本発着旅客数
（2010年度）

日本発着総旅客数（※）

における割合

オープンスカイ
合意国・地域

（19ヶ国・地域）

米国、韓国、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、
ﾏﾚｰｼｱ、香港、ﾍﾞﾄﾅﾑ、
ﾏｶｵ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ｶﾅﾀﾞ、

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ﾌﾞﾙﾈｲ、台湾、
英国、ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ、
ｽﾘﾗﾝｶ、ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ、

ﾌﾗﾝｽ、中国（注）、ｵﾗﾝﾀﾞ

4,498 万人 86 %

今後の主な
オープンスカイ

交渉予定国・地域
ﾀｲ､ﾖｰﾛｯﾊﾟ主要国 429 万人 8 %

（凡例）
（枠線）
実線：合意済

点線：協議予定有、
調整中

国・地域名
合意年月日（又は予定）

（旅客数、割合、順位）

⑦ マカオ
2011年7月14日合意
（7万人、0.1％、31位）

⑥ ベトナム
2011年6月9日合意

（94万人、2％、12位）

③ シンガポール
2011年1月19日合意
（179万人、3％、7位）

⑧ インドネシア
2011年8月11日合意
（62万人、1％、14位）

⑨ カナダ
2011年9月14日合意
（58万人、1％、15位）

⑩ オーストラリア
2011年9月29日合意
（94万人、2％、11位）

（2012年8月24日現在）

（※）日本発着総旅客数＝5,208万人（2010年度）
首都圏空港を含めたオープンスカイは、2013年夏期スケジュールに予定される
成田空港の発着枠年間27万回時に実現

（注） 北京及び上海、成田及び羽田を除くオープンスカイの実現

⑪ ブルネイ
2011年10月28日合意

⑭ ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ
2012年2月16日合意

（20万人、0.4％、22位）

⑮ スリランカ
2012年3月23日合意

（6万人、0.1％、32位）

⑬ 英国
2012年1月20日合意
（65万人、1％、13位）

⑯ フィンランド
2012年6月8日合意

（40万人、1％、19位）

ヨーロッパ主要国

⑱ 中国
2012年8月8日合意

（794万人、15％、3位）

④ マレーシア
2011年2月24日合意

（53万人、1％、16位）
タイ

（228万人、4％、6位）

② 韓国
2010年12月22日合意

（1,060万人、20％、1位）
⑰ フランス

2012年7月7日合意
（100万人、2％、10位）

⑲ オランダ
2012年8月23日合意
（48万人、1％、17位）

オープンスカイの進捗状況



国管理空港の経営改革について

２．一方で、現在、空港経営改革を行う環境が整いつつある２．一方で、現在、空港経営改革を行う環境が整いつつある

１．我が国の地域と空港は厳しい現状にあり、地域活性化の核となる空港への変革が必要１．我が国の地域と空港は厳しい現状にあり、地域活性化の核となる空港への変革が必要

人口減少の中で国内需要は頭打ち

国際競争の激化の中で航空会社はコスト削減や
経営合理化等に迫られている

空港は「整備」から「運営」の時代へ

成長著しいアジアからのインバウンド観光の
取込み等が必要

空港側も、着陸料の引下げ等、航空サービスの
効率化に向けた支援をしていく必要

空港運営の一層の効率化、利用者利便の向上が
必要

オープンスカイの進展

LCC等の新規参入

日本の各地域と世界との間で多様な航空ネット
ワークを自由に設定することが可能に

低運賃・多頻度の利用者利便の高い航空サービ
スの展開が可能に

改革の具体的措置

○ 個別空港ごとの経営
○ 滑走路等と空港ビル等の一体的運営
○ 民間の知恵と資金の導入

参考資料新関西国際空港について（大臣間合意）

２３



航空ネットワーク維持振興のための支援措置

１．ネットワーク維持のための地方路線に係る着陸料軽減

■ 景気後退の長期化によって低迷する航空需要に鑑み、地方航空ネットワークの維持を図るため、平成21年7
月1日から平成25年3月31日までの間、これまでの地方航空ネットワークの維持のために行われている着陸料
の軽減措置を継続。

■ なお、財務省の予算執行調査（平成23年度）において「割引対象路線や軽減率など制度の見直しを検討すべ

き」と指摘されているところ。

羽田の軽減措置

出
発

関空、広島、高松、松山、北九州、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、神戸、小松 ３／４

釧路、函館、高知、美保、徳島、三沢 ３／５

旭川、帯広、秋田、山口宇部、女満別、青森、庄内、富山、鳥取、出雲、岡山 １／２

稚内、紋別、中標津、大館能代、山形、能登、南紀白浜、石見、佐賀 １／３

到着

羽田の軽減措置
国管理（羽田除く）

共用の軽減措置

出
発

羽田、伊丹、新千歳、福岡 本則

その他
６／１０

３／４ ～ １／３

２． 那覇路線、離島路線に係る着陸料、航行援助施設利用料及び航空機燃料税の軽減

■ 那覇空港発着の国内路線及び国際貨物便について、平成25年3月31日までの間、機材の種別等に応じて

着陸料及び航行援助施設利用料を1/6～1/16に軽減。

■ 離島発の国内路線について、機材の種別等に応じて着陸料及び航行援助施設利用料を1/6～1/16に軽減。

■ 沖縄路線及び離島路線に係る航空機燃料税を引き下げ（軽減額は３．参照）

３．航空機燃料税の引き下げ

■ 我が国航空企業の国際競争力強化のため、平成23年度税制改正において、平成23年度から25年度まで

の3年間、航空機燃料税を引き下げ。
改正前

13,000円/㌔㍑

19,500円/㌔㍑

26,000円/㌔㍑本則

沖縄路線

離島路線

改正後

18,000円/㌔㍑

9,000円/㌔㍑

13,500円/㌔㍑

４．その他の軽減措置

■ 国際旅客チャーター便促進に係る着陸料軽減（平成25年3月31日までの間、1/2） ※羽田を除く

■ 国際線に係る着陸料軽減（当分の間、7/10） ※羽田を除く

■ 羽田空港発着の深夜早朝便に係る着陸料軽減（当分の間、1/2） ※伊丹路線、国際線は除く

■ 羽田空港着の国際貨物便に係る着陸料軽減（平成25年3月31日までの間、1/2）

参考資料

離島関係の詳細に
ついては25頁参照

２４



離島航空路線維持対策

■協議会（都道府県ごと）において、離島の生活に必要不可欠な航空路の確保維持の内容について議論し、
生活交通ネットワーク計画を策定

■補助対象路線
経常損失が見込まれる路線のうち、

①最も日常拠点性を有する、
②海上運送等の代替交通機関により概ね２時間以上、
③２社以上の競合路線でない路線

■補助対象経費は、実績損失見込額と、標準損失額のいずれか低い方
■補助対象経費の１／２以内を国が補助（残り１／２は地域で負担）
■制度拡充 （平成２３年度下半期～） 支援に制約のある特別会計から一般会計へ移行

（平成２４年度～） 島民運賃割引の拡充を支援

１．運航費補助

参考資料

■対象航空機 ： ９人以上の旅客、1,500メートル以下の長さの滑走路で離着陸できる飛行機
■補助方式 ： 補助対象航空機及びその部品の購入に要する費用の45% （沖縄路線に就航する場合は、

75%）を補助

２．機体購入費補助

■一定の離島路線に就航する航空機について、通常の３／４へ軽減
１ｋｌ＝２６，０００円→１９，５００円

※平成23年度税制改正において、平成23年度から25年度の3年間、１ｋｌ＝１３，５００円に軽減拡充
■沖縄路線に就航する航空機について、通常の１／２へ軽減

１ｋｌ＝２６，０００円→１３，０００円
※平成23年度税制改正において、平成23年度から25年度の3年間、 １ｋｌ＝９，０００円に軽減拡充

４．航空機燃料税の引き下げ

■ターボジェット機 （B737等） 一般路線の １/ ６

■その他航空機 （DHC-8-400等） 一般路線の １/ ８
うち、着陸料 ６ｔ以下（ｱｲﾗﾝﾀﾞｰ等） 一般路線の １/１６

航行援助施設利用料 １５ｔ以下（SAAB340B等） 一般路線の １/１６

５．着陸料の軽減、航行援助施設利用料の軽減

離島路線に就航する航空機について、平成23年度から以下のように軽減措置を拡充
■最大離陸重量20ｔ～70ｔ（B737、DHC-8-400） 取得後３年間１／３

その後３年間２／３
■最大離陸重量20以下（DHC-8-100～300、ｱｲﾗﾝﾀﾞｰ） 取得後３年間１／４

その後３年間１／２

■最大離陸重量30ｔ～70ｔ（B737） 取得後３年間１／３
その後３年間２／３

■最大離陸重量30未満（DHC-8-100～400、ｱｲﾗﾝﾀﾞｰ） 永久に１／４

６．固定資産税の軽減

■対象航空機 ： ９人以上の旅客、1,500メートル以下の長さの滑走路で離着陸できる飛行機
■補助方式 ： 衛星航法補強システム（MSAS）受信機購入に要する費用の45%（沖縄路線に就航する

場合は、75%）を補助

３．衛星航法補強システム（MSAS)受信機購入費補助

２５



空
港

分
布

図

２
６

空港会社管理 国管理 地方自治体管理

拠点空港（２８）
（国や空港会社が設置する拠
点空港）

成田、関空・伊丹、
中部

羽田、新千歳、稚内、釧路、函館、仙台、
新潟、広島、高松、松山、高知、福岡、
北九州、長崎、熊本、大分、宮崎、
鹿児島、那覇

旭川、帯広、秋田、山形、山口宇部

中標津、紋別、女満別、青森、大館能代、
花巻、庄内、福島、静岡、富山、能登、福井、
松本、神戸、南紀白浜、鳥取、出雲、石見、
岡山、佐賀

＜離島空港＞
利尻、礼文、奥尻、大島、新島、神津島、
三宅島、八丈島、佐渡、隠岐、対馬、
小値賀、福江、上五島、壱岐、種子島、
屋久島、奄美、喜界、徳之島、沖永良部、
与論、粟国、久米島、慶良間、南大東、
北大東、伊江島、宮古、下地島、多良間、
石垣、波照間、与那国

その他の空港（１６）
（自衛隊等との共用空港、コ
ミューター空港等）

札幌、千歳、百里、小松、美保、徳島、三
沢、八尾

調布、名古屋、但馬、広島西、岡南、
大分県央、枕崎、天草

合計 （９８） ４ ２７ ６７

地方管理空港（５４）
（地方自治体が設置する重要
な空港）

（■：計４空港） （●：計１９空港） （○：計５空港）

（２０空港）

（３４空港）

（☆：計８空港） （★：計８空港）

（▲：計５４空港）

参
考

資
料


